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第２章 生活を支える都市基盤を整えます             

２－１ 交通・情報などの基盤づくり 

（１）道路整備 

【現況と課題】 

本町には、広域的な交通処理機能を担う路線として、東西方向に国道２路線（122 号・354 号）、 

南北方向に県道２路線（主要地方道足利邑楽行田線・一般県道赤岩足利線）が通り、町内の道路網

の骨格を形成しています。 

国道 354 号バイパスの整備が着実に行われ、国道 122 号と一般県道赤岩足利線の交差点改良 

などが行われていますが、今後は、それらの早期完成を図るとともに、未整備区間の早急な事業着

手・推進を図る必要があります。特に歩行空間の改善や連続性の確保が重要な課題です。 

町道は、主要地方道足利邑楽行田線の補完的な役割を持つ町道幹線 19 号線の新設や、新たな「町 

の核」へのアクセス道路となる幹線町道の拡幅整備が進行中ですが、これらの早期完了とともに、

他路線における交通安全や歩行の快適性の向上に向けたさらなる取り組みが課題となります。 

都市計画法に基づく都市計画道路が 14 路線ありますが、整備済み延長が 12,475ｍ、整備率 

38.5％、全線未整備が 7 路線となっています。道路・街路事業の整備を推進するとともに、土地

区画整理事業などと連携した整備の可能性を考えつつ、総合的に推進策を講じることが必要です。 

さらなる広域的な交通利便性の向上や新たな「町の核」の形成を図る上で、新たな道路の整備構 

想の立案が検討課題です。 

これらの各種の道路整備の推進や道路改良を進めることで、町全体に機能的な道路ネットワーク 

を構築する必要があります。 

 

国県道の整備状況（2010 年 3 月末日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町道の整備状況（2010 年 3 月末日現在） 

 

 

 

 

 

単位：(m,%)

延長 平均幅員 改良率 舗装率 歩道設置率 歩道幅員

122号 5,928.0 11.3 100 100 92.3 1.5～3.9

354号 8,283.5 17.0 100 100 86.6 1.0～3.5

小　計 14,211.5 － 100 100 90.0 －

足利邑楽行田線 5,070.9 9.9 100 100 27.8 1.5～3.5

赤岩足利線 6,961.5 9.3 100 100 51.8 1.5～2.6

古戸館林線 3,848.4 11.9 100 100 90.6 2.0～3.5

矢島大泉線 5,532.7 9.3 100 100 67.6 1.5～3.5

中野福居線 162.2 5.5 100 100 0 なし

野田多々良停車場線 228.0 5.5 100 100 22.1 1.1～3.0

小　計 21,803.7 － 100 100 56.4 ー

36,015.2 － 100 100 69.2 ー

（資料：土木課、館林土木事務所）

区　　分

合　　計

国道

県道

単位：(m,%)

路線数 実延長 平均幅員 改良率 舗装率 歩道設置率

１級 11 27,632.1 8.9 98.6 100.0 46.8

２級 26 32,628.0 7.4 89.7 95.1 22.6

その他 1,421 399,281.5 4.6 48.5 59.9 2.5

1,458 459,541.6 5.0 57.8 67.4 6.6

（資料：土木課）

合　計

区　　分

内訳
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 都市計画道路の概要（2010 年３月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

□広域的な幹線道路から身近な生活道路まで、各々にふさわしい整備を進め、町全体に機能的な道

路ネットワークを構築します。 

□既に都市計画で定められている道路の整備事業の推進とともに、新路線の計画や新たな都市計画

決定の可能性と妥当性を検討します。 

□防災・環境改善・景観形成・防犯・救急搬送など、さまざまな観点から道路整備を推進します。 

 

【施策の方向性】 

１ 広域幹線道路の整備 

(1)国道の整備促進 

◇国道 122 号は沿道整備と連携した拡幅と歩道整備を、国道 354 号は町内全線の早期完了を

県へ要望します。 

(2)県道の整備促進 

◇主要地方道足利邑楽行田線の未整備区間の早期整備を県に要請します。 

◇一般県道赤岩足利線で実施中の交差点改良の早期完了を県に要請します。 

 

２ 町道の整備 

(1)幹線的な町道の整備推進 

◇町内の各地域を結ぶ幹線的な町道については、歩行空間の確保を図るため歩道整備などを推進

します。 

(2)生活道路の改良 

◇生活道路全般については、必要な幅員の確保、隅切りや線形の改良、舗装の推進などに努めま

す。 

 

３ 戦略的な道路整備の推進 

(1)都市計画道路の整備 

◇都市計画法に基づく都市計画道路の整備を推進します。 

単位：(m,%)

番号 路線名 計画延長 計画幅員 歩道幅員
整備済み延長
（整備率）

計画決定日
（変更日）

備　　考

3.3.1 南部幹線 6,300 25～36 4.5 5,780(91.8) 1983.8.16(1993.3.12) 整備中

3.4.14 館林邑楽線 1,120 16～17 3.5 －(  －  ) 1994.11.22 未定

3.4.30 篠塚常光寺線 690 16～17 3.5 －(  －  ) 1986.9.5 南部幹線と連動整備

3.4.31 北部幹線 3,220 17.5～20 4.5 －(  －  ) 1989.2.3(1997.11.18) 市街地整備にあわせ一部整備

3.4.32 邑楽中央線 4,900 16～27 3.5 958(19.6) 1989.2.3(1993.3.12) 一部区間整備済

3.4.33 中野篠塚線 2,670 16～25 3.5 1,057(39.6) 1989.2.3 一部区間整備中

3.4.34 千原田大黒線 3,820 16～47 3.5 2,300(60.2) 同　上 一部区間整備中

3.4.35 中野中央線 1,200 16～17 3.5 －(  －  ) 同　上 未定

3.4.38 篠塚赤堀線 1,930 16～17 3.5 890(46.1) 1993.3.12 一部区間整備済

3.4.82 邑楽千代田線 2,090 16～18 4.0 600(28.7) 2000.4.18 一部区間整備済

3.5.36 前原明野線 1,840 14～26 3.5 890(48.4) 1989.2.3 一部区間整備済

3.5.37 十三坊塚菩提木線 1,090 12～15 2.5 －(  －  ) 同　上 未定

3.5.80 鶉中央線 1,320 13～16 3.0 －(  －  ) 1997.11.18 市街地整備にあわせ整備

3.5.81 東耕地大山線 250 13～16 3.0 －(  －  ) 1997.11.18 市街地整備にあわせ整備

32,440 － － 12,475(38.5)

（資料：土木課）

　　　合計（14路線）
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◇部分的な改良にとどまっている路線や未着手の路線については、面的な市街地整備手法（土地

区画整理事業など）との連携や緊急性を考慮した上で戦略的な整備計画の策定を図ります。 

◇各々の路線・区間の整備目標年次を明確化し、優先順位の高い路線から順次重点的に事業化を

図ります。 

(2)新たな道路整備と計画変更の検討 

◇都市計画マスタープランで位置づけている「さらなる広域的な交通利便性の向上」や新たな「町

の核」の形成を図る上で必要な道路について、調査・検討・協議などを推進します。熟度の高

まりに応じて整備構想・整備計画を立案します。 

◇必要に応じて新たな都市計画道路としての位置づけや都市計画決定の可能性を検討します。 

◇整備の可能性や事業効果の得にくい路線について、廃止を含めた計画変更の検討を行うととも

に、整備推進にあたり、現状を踏まえた計画変更の検討を行います。 

◇(仮称)両毛中央幹線の実現に向け関係機関に働きかけを行います。 

(3)住民参加による事業の推進 

◇道路整備にあたっては、情報の公開と住民意見の反映に努めます。 

 

４ 多角的な観点からの道路整備の推進 

(1)防災対策の観点からの道路整備 

◇避難・救援・延焼遮断などの機能を十分に発揮できるように留意した道路整備を推進します。 

(2)その他の多角的観点からの道路整備 

◇環境保全、農村景観や都市景観の形成、防犯、消防・救急活動など、さまざまな面に配慮した

道路整備を推進します。 
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【施策一覧】 

施 策 名 実施主体 主な内容・計画・事業等 

国道の整備促進 県 

県 

○国道 122 号の拡幅と歩道整備の促進 

○国道 354 号の町内全線の早急な整備完了の促進 

広域幹線

道路の整

備 県道の整備促進 県 

県 

○主要地方道足利邑楽行田線の整備促進 

○一般県道赤岩足利線の交差点整備完了の促進 

幹線的な町道の

整備推進 

町 ○歩道整備の推進 町道の整

備 

生活道路の改良 町 ○拡幅、隅切りや線形の改良、舗装などの推進 

都市計画道路の

整備 

町 

町 

 

町 

○都市計画道路の整備推進 

○面整備との連携や緊急性を考慮した戦略的な整備

計画の策定 

○優先順位の明確化と事業の重点化 

新たな道路整備

と計画変更の検

討 

 

町 

町 

町 

県・町 

○新たな道路整備に関わる調査・検討・協議等の推進

○都市計画道路としての整備検討 

○廃止を含めた変更の可能性の検討 

○(仮称)両毛中央幹線について関係機関に働きかけ 

戦略的な

道路整備

の推進 

住民参加による

事業の推進 

県・町 ○情報公開と住民意見を反映した道路整備の推進 

防災対策の観点

からの道路整備 

県・町 ○避難路、緊急輸送のための道路の確保 多角的な

観点から

の道路整

備の推進 

 

その他の多角的

観点からの道路

整備 

県・町 

県・町 

県・町

県・町 

○環境保全に配慮した道路整備 

○農村景観や都市景観に配慮した道路整備 

○防犯に配慮した道路整備 

○消防・救急活動に配慮した道路整備 
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（２）交通安全 

【現況と課題】 

本町における交通事故は近年若干減少傾向にあるものの、国道や県道などの幹線道路のみならず 

町道などの生活道路でも多く発生しています。過去 5 年間の事故発生状況は下表に示すとおりで、

2005 年（平成 17 年）から 2009 年（平成 21 年）の合計は 1,176 件、死傷者 1,519 人とな

っています。 

このため、道路標識や信号機の設置など交通安全施設の整備と道路環境の改善に取り組んでいま 

すが、幅員の狭い道路や交差点周辺の事故、高齢者・自転車利用者の事故が発生しています。また、

無謀運転による事故、信号無視やスピード違反など基本的な交通ルールの欠如による事故が発生し

ています。 

このような状況のなかで、安全運転に対する意識を高めるため、本町では幼児、小学生、高齢者 

を対象とした交通安全教室や交通映画会を実施しています。また、関係団体と協力して、年間 4 回

の交通安全運動と毎月 1 日の交通安全日を中心に、広報車や街頭指導を実施して交通事故防止に努

めています。 

今後も車社会の進展や高齢化の進行が予想され、住民の間に交通安全対策の充実を望む声が多い 

ことを踏まえ、歩行者、自転車・自動車利用者、幼児から高齢者まですべての住民が安心して利用

できるよう、道路環境の充実を図ることが必要です。さらに、交通モラルや安全意識を高めるため、

関係機関と協力して、交通安全教育、交通安全運動、適正な交通規制、被害者対策に取り組む必要

があります。 

 
 町の交通事故発生状況 

 
 
 
 
 

 
町の自動車保有状況 

 
 
 
 
 
 
 
 

【基本方針】 

□住民の尊い命を交通事故から守るため、多角的観点から交通安全に関わる施策を展開します。 

□交通安全施設など交通環境の充実に取り組むとともに、交通安全運動や交通安全教育などにより

交通安全思想の普及を図ります。 

単位：(件,人)

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

（平成17年） （平成18年） （平成19年） （平成20年） （平成21年）

件数 266 240 264 219 187

死者 2 0 4 0 2

負傷者 359 314 320 284 234

（資料：生活環境課）

区　分

単位：(台)

貨物

普通自動車

2005年度(平成17年度) 13,397 7,450(25) 1,724 2,033 1,257(5)

2006年度(平成18年度) 13,357 7,737(31) 1,742 2,007 1,240(6)

2007年度(平成19年度) 13,183 8,091(34) 1,755 1,927 1,220(4)

2008年度(平成20年度) 12,953 8,433(33) 1,751 1,909 1,202(5)

2009年度(平成21年度) 12,678 8,673(34) 1,715 1,882 1,185(5)

(注)(　)内は非課税台数 （資料：生活環境課）

小型特殊車区  　分
自動二輪車・

原付自転車
普通自動車 軽自動車
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【施策の方向性】 

１ 交通安全思想の普及 

(1)交通安全教育の充実 

◇幼児、小学生、高齢者などの交通弱者を中心に、各種の交通安全教室を継続して開催します。 

◇自転車利用者や身体の不自由な人などに、多様な交通安全の学習機会を拡充します。 

◇交通映画会の継続的な開催をはじめとして、地域や家庭など住民の身近なところで、年齢や実

情に即した交通安全の充実に取り組みます。 

◇交通安全教室や交通マナーの普及に関わる事業を推進する上で、中核的な役割を担う交通指導

員を確保・養成し、より効果的な交通安全教育を展開します。 

(2)交通安全運動の促進 

◇交通安全に関するパンフレットの作成、広報誌・回覧物の利用などにより、住民一人ひとりの

交通安全に対する意識の啓発とモラルの向上に努めます。 

◇警察などの関連機関と協力して、交通安全関係団体への支援・指導を強化します。 

◇各時季の交通安全運動の際には、広報車を利用した巡回広報を行うなど、交通安全運動の活発

化を図ります。 

◇交通事故に関する相談窓口を紹介します。 

 

２ 交通環境の整備 

(1)交通安全施設等の整備 

◇事故発生の現況を分析しつつ、安全性の高い道路環境を創出するため、信号・道路反射鏡・道

路標示・視線誘導標・道路標識・ガードレールなどの交通安全施設の設置を推進します。 

◇交通事故から尊い命を守るため、全座席シートベルト着用の普及・啓発事業を実施するととも

に、飲酒運転の根絶を引き続き推進します。 

(2)交通規制等に関する連携強化 

◇効果的で安全・快適な交通環境を確保するため、適切な交通規制や標識の設置に関して、関係

機関との連携を強化します。 

◇看板や工作物などの不法占用の防止に努めます。 

 

【施策一覧】 

施 策 名 実施主体 主な内容・計画・事業等 

交通安全教育

の充実 

町 

町 

町 

○各種交通安全教室の開催 

○交通映画会の開催 

○交通指導員の養成 

交通安

全思想

の普及 

交通安全運動

の促進 

町 

町 

町 

町 

○パンフレットの作成・配布 

○交通安全関係団体への支援 

○巡回広報の充実 

○交通事故相談窓口の紹介 

交通安全施設

等の整備 

県・町等

 

○交通安全施設等の設置（信号・道路反射鏡・道路標示・

視線誘導標、道路標識・ガードレール等） 

交通環

境の整

備 交通規制等に

関する連携強

化 

町 

町 

○交通規制や標識の設置に関して関係機関との連携を強化

○不法占用の防止 
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（３）交通機関整備 

【現況と課題】 

鉄道は、東武鉄道小泉線のほか、町北東部の行政界付近に東武鉄道伊勢崎線が通っています。各々

に本中野駅・篠塚駅、多々良駅が設置されており、貴重な通勤や通学の交通手段になっています。

しかし、日中の発着頻度が１時間程度の時間帯があり、篠塚駅が無人駅となっているなどサービス

の維持・向上が求められます。 

駐輪場設置など駅周辺の整備を進めていますが、さらなる充実が課題となっています。また、乗

降客数増加のための駅周辺の計画的な整備が重要な課題です。 

バスは、自動車利用の増加や少子化などにより需要が低迷し、路線が廃止されていましたが、

2002 年度（平成 14 年度）及び 2004 年度（平成 16 年度）に一部区域を運行する公共路線バ

スを開設しました。町南部に館林・邑楽・千代田線、北部に邑楽～太田線が運行され、2010 年度

（平成 22 年度）に邑楽～太田線が役場庁舎へ乗り入れを開始しました。しかし、町全体を循環す

るには至っていない状況です。 

 
【基本方針】 

□交通利便性を高めるため、鉄道交通の改善を関係機関へ要請します。 

□駅前や周辺市街地の計画的整備により、鉄道利用環境の改善と乗降客数増加を促進します。 

□開設された路線バスの運行維持・充実に努めるとともに、町内全体を結ぶ循環バスネットワーク

の充実を検討・推進します。 

 

【施策の方向性】 

１ 総合交通体系の調査・研究 

◇地域の交通需要に総合的に応える交通網ネットワークを構築するため、総合交通体系づくりに

向けた調査（「館林都市圏総合交通体系調査」）の報告内容を基礎にさらに調査・研究を行いま

す。 

 

２ 鉄道交通の改善 

(1)鉄道利便性の向上 

◇東武鉄道小泉線の運行間隔の短縮、本中野駅南口の改札口新設や篠塚駅の有人化など、関係機

関へ要請します。 

(2)駅前と駅周辺市街地の整備 

◇駅前の環境改善のため、駅前広場の整備を推進します。 

◇鉄道利用客の維持・増加のため、周辺市街地の計画的な整備誘導を推進します。 

 

３ 公共バス路線の整備 

◇既設の路線バスの運行を継続し、利用促進・利便性向上に取り組みます。 

◇バス停留所の施設などの改良を推進し、道路整備にあわせた施設整備を検討します。 

◇町内全体を結ぶ循環バスネットワークの実現に向けて、調査・検討を行います。総合的な町づ

くりとの連携により、将来の姿を検討します。 
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【施策一覧】 

施 策 名 実施主体 主な内容・計画・事業等 

総合交通体系の調査・

研究 

町 ○総合交通体系づくりのための調査・研究を継続 

鉄道利便性

の向上 

町 ○東武鉄道小泉線の運行間隔の短縮、本中野駅南口改札

口の新設、篠塚駅の有人化等を要請 

鉄 道 交

通 の 改

善 駅前と駅周

辺市街地の

整備 

町 

町 

○駅周辺の整備促進 

○周辺市街地の計画的な整備誘導 

公共バス路線の整備 町・広域圏

 

町 

町 

○既設の路線バスの運行継続と利用促進・利便性向上の

推進 

○バス停留所の施設改良 

○町内全体を結ぶ循環バスネットワークの実現に向け

た調査・検討 
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（４）情報・通信・エネルギー基盤の整備 

【現況と課題】 

インターネットや携帯電話などの情報通信技術は、近年急速に発達・普及し、行政やビジネスで

の利用のみならず、日常生活においても必須の情報基盤となっています。 

行政では事務処理の効率化を図るため行政サービスの電子化などを推進していますが、そのさら 

なる充実とともに、個人情報保護法の施行に伴う個人情報の厳重な取り扱い、適切な情報公開の推

進などが課題となっています。 

電気・ガス・石油などのエネルギーの安定供給は、住民の生活や産業活動に欠くことのできない 

課題です。各々これまで安定的に供給されてきましたが、今後も行政として安定供給に向けた取り

組みを推進するとともに、さらなる省エネルギー対策と新エネルギーの開発・普及への支援が課題

です。 

日本は、石油や石炭などのエネルギー資源のほとんどを諸外国からの輸入に頼っています。こう 
した化石燃料は、使い続ければいずれなくなってしまいます。太陽光という無尽蔵のエネルギーを

活用する太陽光発電は、年々深刻化するエネルギー資源問題の有力な解決策の一つです。また、ク

リーンであることも大きな特長であり、発電の際に地球温暖化の原因とされている CO もまったく

排出されません。 

 
【基本方針】 

□急速な高度情報化社会の到来に対応した、行政事務の電子化、個人情報保護法に基づいた個人情

報の保護、情報公開などを推進します。 

□安定的なエネルギーの確保と省エネルギー対策、新エネルギー開発・普及の支援を行います。 

□太陽光エネルギーを利用した太陽光発電システムの設置に対し、支援を行います。 

 

【施策の方向性】 

１ 高度情報化への対応 

◇急速な高度情報化社会の到来に対応し、行政の事務についてさらなる電子化を推進します。 

◇個人情報保護法を踏まえ、個人情報保護に関して万全の体制を構築し厳重に管理します。 

◇行政のもつ情報を、個人情報保護に抵触しない範囲で広く・詳細に・適切な手続きで公開しま

す。 

◇高速通信を有効に利用した町のホームページの充実などを推進します。 

 

２ エネルギー対策の充実 

(1)安定的で安全なエネルギー供給の確保 

◇電力の安定供給に向け、施設の適切な稼動や安全な使用方法の普及、事故防止のための確実な

保守・点検などについて、事業者や国・県などの関係機関へ要請します。 

◇石油やガスについて、安定的な供給と適正な料金設定を要望します。 

(2)省エネルギーの推進 

◇関係機関との連携により、省エネルギーに対する啓発活動を推進します。 

(3)新エネルギー開発・普及の支援 

◇太陽光発電システム設置に対する補助を推進します。その他、再生可能なエネルギーの開発・

2 
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普及を促進するため、新たな支援施策を検討します。 

 

【施策一覧】 

施 策 名 実施主体 主な内容・計画・事業等 

高度情報化への対応 町 

町 

町 

町 

○行政のさらなる電子化の推進 

○個人情報の適切な管理 

○情報公開の推進 

○町のホームページ等の充実 

安定的で安全な

エネルギー供給

の確保 

国・県・町・事業者

国・県・町・事業者

○安定供給と安全対策の要請 

○適正料金の設定の要望 

省エネルギーの

推進 

国・県・町・事業者 ○省エネルギーのための啓発活動の推進 

エネルギ

ー対策の

充実 

新エネルギー開

発・普及の支援 

 

町 

町 

○太陽光発電システム設置の推進 

○その他、再生可能なエネルギー開発・普

及の支援施策の検討 
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２－２．水と緑の空間づくり 

（１）公園・緑地整備 

【現況と課題】 

都市公園は、1973 年（昭和 48 年）から整備を進めており、29.26ha が供用済みです。2003

年度（平成 15 年度）には、シンボルタワー南側のおうら中央公園の整備が完了し、町の都市公園

の計画面積は 30.37ha となっています。 

今後は、未整備区域が残る松本公園、孫兵衛川沿線、多々良沼公園の県整備区域の隣接箇所の整

備に取り組むとともに、鶉土地区画整理事業区域内における公園整備の検討が課題となります。 

また、都市公園の適正な配置とともに、防災、健康福祉の増進、自然環境とのふれあいなど、さ

まざまな機能に配慮した公園づくりが必要です。新たな都市基幹公園（＝町全体の人が利用するよ

うな公園）の設置も長期的な課題です。 

一方、本町の都市的土地利用は、主として農用地、森林・原野の転用により促進されており、貴

重な平地林が年々減少しています。町の魅力のひとつである平地林の減少を抑え、保全・活用して

いくことが重要な課題であり、その方法の具体的な検討・実施が必要です。 

 
都市公園の整備状況（2010 年３月現在）          都市計画公園の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

都市公園の整備目標（中期） 
 
 
 
 

供用年月日

（変更年月日）

1981. 6. 1

（2003. ３. 31）

緑ヶ岡公園 1973.10.18

松本公園 1986.  4.  1

駅前公園 1973.10.18

下谷公園 1975.  3.25

清水公園 1976.  3.  1

石打公園 1977.  2.  1

（資料：都市計画課）

名　称

多々良沼公園

単位：(ha)

区　分 名　　称 所在地 計画面積 供用面積 供用年月日

街区公園 駅前公園 大字新中野 0.32 0.32 1973.10.18

下谷公園 　同　上 0.17 0.17 1975.  3.25

清水公園 　同　上 0.21 0.21 1976.  3.  1

石打公園 大字石打 0.13 0.13 1977.  2.  1

あけの公園 大字明野 0.57 0.57 1988.10.  1

小割公園 　同　上 0.19 0.19 1988.10.  1

鶉公園 大字鶉 0.07 0.07 1992.  3.  1

里前公園 大字赤堀 0.42 0.42 1999.  7.  2

鞍掛中央公園 　同　上 0.68 0.68 1999.  7.  2

ふるさと公園 大字藤川 0.45 0.45 2000.  3.31

本宿公園 大字赤堀 0.29 0.29 2009.  3.31

3.50 3.50

近隣公園 緑ヶ岡公園 大字新中野 1.00 1.00 1973.10.18

ひろや公園 大字赤堀 1.77 1.77 1981.  6.  1

松本公園 大字石打 2.94 1.98 1986.  4.  1

5.71 4.75

地区公園 おうら中央公園 大字中野 7.45 7.45 2003.  3.31

中野沼公園 　同　上 5.86 5.86 2005.  3.31

13.31 13.31

総合公園 多々良沼公園 大字鶉新田 7.85 7.70 1981.  6.  1

7.85 7.70

30.37 29.26

（資料：都市計画課）

　　　　計（17公園）

　　　　計（11公園）

　　　　計（3公園）

　　　　計（2公園）

　　　　計（1公園）

単位：(ha)

区　　分 街区公園 近隣公園 地区公園 総合公園

基準年次（平成22年度） 3.50 4.75 13.31 7.70

目標年次（平成27年度） 4.20 5.71 13.31 7.85

増加（平成23～27年度） 0.70 0.96 0.00 0.15

（資料：都市計画課）
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【基本方針】 

□住区基幹公園（＝主に町内各地域の人が利用するような公園）、都市基幹公園（＝町全体の人が

利用するような公園）を中心とした公園の計画的な配置と整備を推進します。 

□防災、健康福祉の増進、自然環境とのふれあいなどのさまざまな機能に配慮した公園の整備と充

実を図ります。 

□平地林をはじめとする緑地の保全に努めるとともに、その活用方法を検討します。 

 

【施策の方向性】 

１ 公園の整備推進 

(1)住区基幹公園の整備 

◇松本公園の未整備区域の整備とおうら中央公園北広場（仮称）の整備を推進します。 

◇鶉土地区画整理事業の進捗状況にあわせて、同区域内に街区公園の整備を推進します。 

◇街区公園や近隣公園、地区公園などの適切な配置を検討し、整備を推進します。 

(2)都市基幹公園の整備 

◇生涯スポーツの振興に資するため、また、防災対策や健康福祉の増進を兼ね備えた、新たな都

市基幹公園の設置に向け、必要な調査・計画を実施します。 

◇県施行の多々良沼公園整備事業の推進と区域の拡大を要請します。 

(3)その他の公園の整備 

◇農村広場の整備と活用を推進し、あわせて周辺の中野沼公園・多々良沼公園・おうら創造の森・

群馬県緑化センターなどとの連携による相乗効果を目指します。 

 

２ さまざまな観点からの公園の整備 

◇地震などの災害発生時に防災拠点や避難場所、延焼遮断帯の効果をもつ公園や広場づくりを推

進します。 

◇だれもが気軽に健康運動を楽しめるような施設や、使いやすい「ゆったりトイレ」の設置など、

健康・福祉に配慮した公園づくりを推進します。 

◇犯罪の発生を未然に防止するよう、死角の解消などを工夫した安全・安心な公園づくりを推進

します。 

 

３ 緑地の保全・活用・創出 

(1)平地林の保全と活用 

◇平地林の保全と公益的な活用を推進します。 

◇周辺の田園地帯を含めた、良好な里山の復元に努めます。 

(2)緑地の整備保全 

◇その他の緑地全般の整備と保全を図ります。 

◇孫兵衛川沿線（国道 354 号「邑楽中学校南交差点」北側の町道幹線６号に接する区間）の町

有地を緑地として整備を推進します。 

(3)自然環境の復元と創出 

◇自然環境の保全にとどまらず、町から失われた又は失われつつある植物などの自然環境の復元

を目指します。 



（基本計画）第２章 生活を支える都市基盤を整えます 

 27

◇住民との協働により、花と緑の空間を市街地内部に創出することを目指します。 

 

４ 公園・緑地の維持・管理の充実 

◇公園や緑地の維持・管理を適切に推進する一方で、効率的な手法により管理費削減に努めます。 

◇ボランティアによる維持・管理を推進します。 

 

【施策一覧】 

施 策 名 実施主体 主な内容・計画・事業等 

住区基幹公

園の整備 

町 

町 

○松本公園の整備推進 

○鶉土地区画整理事業区域内での街区公園整備の推進 

都市基幹公

園の整備 

町 

県・町 

○必要調査の実施 

○県施行の多々良沼公園の整備推進・区域の拡大を要請

公園の整備

推進 

その他の公

園の整備 

町 

町 

○農村広場の整備を検討 

○おうら中央公園北広場（仮称）の整備推進 

さまざまな観点からの公

園の整備 

 

町 

町 

町 

○防災の観点からの公園・広場づくり 

○福祉・健康づくりの観点からの公園づくり 

○犯罪防止の観点からの公園づくり 

平地林の保

全と活用 

町 ○平地林の保全と活用 

緑地の整備

保全 

町 

町 

○緑地全般の整備と保全 

○孫兵衛川沿線の緑地整備 

緑 地 の 保

全・活用・

創出 

自然環境の

復元と創出 

町 

町・住民

○植物等の自然環境の復元の推進 

○住民との協働による花と緑の空間の創出 

公園・緑地の維持・管理

の充実 

 

町 

町 

町 

○維持・管理の適切な推進 

○効率的な維持・管理 

○ボランティアによる維持・管理の推進 
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（２）河川整備 

【現況と課題】 

本町には６河川が流れており、全て一級河川となっています。この内、栃木県との県境を東方向 

に流れている矢場川が国直轄で、多々良川・新堀川・孫兵衛川・藤川・逆川の５河川が県管理です。

これら一級河川の町内延長合計約32kmの内、改修済み延長は半分強の約18kmとなっています。 

台風や雷雨などによる集中豪雨の際には、農地の冠水をはじめ、家屋への浸水被害が発生してい 
ます。特に、新堀川の合流橋付近は豪雨のたびに冠水し、道路の通行止めをしている状況にありま

す。また、住宅地や工業用地などの開発が急速に進み、生活排水や工場排水が道路側溝などを経て

河川に流入することで水質汚濁が発生し、河川や池沼の魚介類や水生植物に影響を及ぼしています。 

こうした中、多々良川の堀田橋以西での改修工事が進められているほか、新堀川については冠水 

時の状態把握の調査を実施しています。さらに改修などを進めることにより、治水能力の向上を図

るとともに、水質の浄化や、水に親しめるような空間づくりに取り組むことが必要です。 

 
一級河川の改修状況（2010 年３月現在） 

 
 
 
 
 
 

【基本方針】 

□本町を流れる 6 河川の未改修区間の整備を推進するため、国・県への要望などを実施します。 

□集中豪雨などによる洪水発生の防止対策を講じます。 

□水質の浄化や水に親しめる憩いの場の創出を推進します。 

 

【施策の方向性】 

１ 国直轄一級河川の整備促進 

◇矢場川については改修済みですが、旧河川に架かる橋梁などの整備が必要であるため、国に対

して必要な要望を行います。 

 

２ 県管理一級河川の整備促進 

◇多々良川の堀田橋以西で実施中の改修工事の早期完成を県に要望します。 

◇孫兵衛川と逆川は、本町のみを流れる河川であるため、町として未改修区間の整備を県に要望

します。 

◇新堀川は、周辺の町にも流れており、関係市町と調整を図りつつ、国・県に改修促進を要望し

ます。 

◇藤川については改修済みですが、旧河川の整備を県に要望します。 

 

 

 

単位：(m,%)

矢場川 新堀川 逆川 多々良川 孫兵衛川 藤川

町内延長 9,000 5,950 2,590 6,580 5,070 3,040 32,230

改修済み延長 9,000 1,300 0 1,990 3,750 2,850 18,890

暫定改修率 100 21.8 0 30.2 74.0 93.8 58.6

（資料：土木課）

国　・　県　管　理
区　分 計
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【施策一覧】 

施 策 名 実施主体 主な内容・計画・事業等 

国直轄一級河川

の整備促進 

国・町 ○矢場川の橋梁等の整備要望 

県管理一級河川

の整備促進 

県・町 

 

県・町 

国・県・町・ 

関係市町 

県・町 

○多々良川の堀田橋以西で実施中の改修工事の早期完成

を県に要望 
○孫兵衛川・逆川の未改修区間整備の促進を県に要望 

○新堀川の未改修区間整備の調整と県への改修促進要望

 

○藤川の旧河川整備を県に要望 
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（３）中央公園の周辺整備 

【現況と課題】 

本町のほぼ中央部に位置する「中央公園整備区域(約 17ha)」は、公園を中心に行政・文化・レ 

クリエーションなどの機能を備えた、新たな「町の核」を創出しようという計画区域です。 

1993 年（平成５年）には、高さ約 60m で展望室をもつ「シンボルタワー（未来 MiRAi）」、 

1995 年（平成 7 年）には「町立図書館」、2006 年（平成 18 年）には、住民の健康・保健の拠

点となる「保健センター」、2008 年（平成 20 年）には、行政の中心である「庁舎」がそれぞれ

開館しました。 

区域内を流れる孫兵衛川について、河川及び調整池を含む約 7.2ha 部分の施設整備が進められ 

ていますが、この河川と一体となった公園として、「おうら中央公園」が、2003 年（平成 15 年）

に完成し、供用を開始しています。園内には、「噴水広場」「こども広場」をはじめ、ボランティア

の人たちが管理している花壇、水辺の植物を見ることのできる「やすらぎの池」、ストレッチ器具

のある「のびのび広場」などが整備されています。公園内の園路、孫兵衛川沿いの園路「風の道」

などを利用してウォーキングを楽しむことができ、休憩には西駐車場にある管理棟のテラスが利用

可能です。 

今後は、町道幹線 5 号線北側のおうら中央公園北広場（仮称）整備を早期に推進するとともに、 

新たな「町の核」として、交通アクセスの強化などを図る必要があります。 
 
【基本方針】 

□本町の新しい「町の核」となる区域として、総合的な整備を推進します。 

□未整備である町道幹線 5 号線北側のおうら中央公園北広場（仮称）区域に関する整備を早期に推

進します。 

 

【施策の方向性】 

１ 新規事業の推進 

(1)町道幹線５号線北側の区域に関する整備計画の策定 

◇未整備区域である町道幹線５号線北側のおうら中央公園北広場（仮称）区域の整備を早期に推

進します。 

◇庁舎が移転したことを踏まえ、区域全体の総合的な整備計画を策定します。 

(2)整備事業の推進 

◇望ましい都市的機能をもつ施設の建設を可能とするため、市街化区域への編入などを検討しま

す。 

◇区域全体の交通アクセスや下水道などの都市基盤施設の整備を推進します。 
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【施策一覧】 

施 策 名 実施主体 主な内容・計画・事業等 

町道幹線５号線北

側の区域に関する

整備計画の策定 

町 ○町道幹線 5 号線北側のおうら中央公園北広場

（仮称）区域に関する整備の推進 

新規事業

の推進 

整備事業の推進 町 

町 

○市街化区域への編入等の検討 

○必要施設と基盤施設の整備推進 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


